
千葉市公告第１２４号 

 

  千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則（昭和 54年千葉市規則第 5号） 

第 15条第 1項第 7号の規定により千葉市下水道排水設備工事業者の指定を取り消したの

で、同規則第 19条第 1項第２号の規定により公告します。 

 

   令和５年２月６日 

 

 

                        千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 １ 指定取消業者 

事 業 所 名 所  在  地 代 表 者 

浩栄住設 千葉市中央区今井町1493-12 佐藤 浩史 

 

 ２ 取消日 

   令和５年１月４日 

 

 

 

 


